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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前波および前記前波に連続する後波を含んでなり、前記後波の音響強度が前記前波の音
響強度より小さい相変化用の超音波を照射する第１の超音波照射手段と、
　診断用の超音波を照射する第２の超音波照射手段と、
　治療用の超音波を照射する第３の超音波照射手段と、
　超音波エコーを検出するエコー検出手段と、
　前記第１の超音波照射手段を介して前記相変化用の超音波を照射することにより、超音
波造影剤に相変化を引き起こさせる相変化用制御手段と、
　前記第２の超音波照射手段による診断用の超音波の照射に対応して前記エコー検出手段
により検出された前記超音波エコーを用いて前記超音波造影剤の相変化を検出する診断用
制御手段と、
　前記診断用制御手段において検出された相変化の前後の差分を算出する差分算出手段と
、
　前記差分が生じた部位を決定する部位決定手段と、
　前記決定した部位に、前記第３の超音波照射手段を介して前記治療用の超音波を照射す
る治療用制御手段と
を備えたことを特徴とする超音波診断治療装置。
【請求項２】
　前記後波の音響強度は、前記前波の音響強度の１倍未満１／４倍以上であることを特徴
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とする請求項１に記載の超音波診断治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用した診断治療装置に関し、特に、相変化型超音波造影剤と組み
合わせて用いる超音波を利用した診断治療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉ
ｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置、超音波診断装置等の画像診断モダリテ
ィが医療現場で必須のツールになって久しい。これらは生体内でのＣＴ値、スピン緩和時
間、音響インピーダンスの違いをそれぞれ画像化したものであり、これら物理的性質の違
いが主として生体の構造（かたち）を反映することから、「形態イメージング」と呼ばれ
る。これに対し、構造的には同じ組織であっても機能的に異なる状態にある部位の画像化
を行うものを「機能イメージング」と呼ぶ。
【０００３】
　この機能イメージングの内、例えば、タンパク、アミノ酸、核酸等の生体構成分子の存
在状態の可視化を行うものは、「分子イメージング」と呼ばれることが多い。分子イメー
ジングは発生・分化といった生命現象の解明や疾病の診断治療への応用が期待されること
から、現在最も注目を浴びている研究領域のひとつである。
【０００４】
　このような分子イメージングにほぼ特化した画像診断モダリティとして、ＰＥＴ（Ｐｏ
ｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置と光イメージング装置を
挙げることができる。前者は、臨床上の腫瘍の広がり具合や進行程度（ステージ）の分類
を行うためのツールとして、また、後者は、薬剤開発等で小動物を用いた無侵襲の薬物動
態解析ツールとして、それぞれ広く用いられている。
【０００５】
　また、前記した形態イメージン　　グとしての用途が先行するＭＲＩや超音波診断装置
といったモダリティにおいても、分子イメージングとして利用するための研究開発が進ん
でいる。
　さらに、超音波診断装置は、１）リアルタイム性に優れる、２）小型なため手術室内で
の使用に関する制限が少ない、３）診断のみならず治療用ツールとしての使用も可能、と
いう他のモダリティにない特長を有することから、大型病院以外でも使用可能な、診断治
療統合ツールとして期待されている。
【０００６】
　ここで、超音波を用いた治療方法は、２つに大別することができる。
　１つは、加熱凝固治療であって、超音波を収束して照射し、数秒間の短い時間で対象部
位をタンパク変性温度（約６５℃）以上に上昇させることによって、対象部位を治療する
。この加熱凝固治療は、１ｋＷ／ｃｍ2以上の高強度収束超音波（Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎ
ｓｉｔｙ　Ｆｏｃｕｓｅｄ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　（ＨＩＦＵ））を用いる治療という
ことで、ＨＩＦＵ治療と呼ばれることが多い。
【０００７】
　しかしながら、ＨＩＦＵ治療では、超音波の収束性のみで照射部位選択性を得るため、
体動等により照準が狂うと１ｋＷ／ｃｍ2以上という高強度の超音波が治療対象以外に照
射される可能性がある。このため、超音波の収束以外の部位選択性も併せもつ治療法が望
ましい。
【０００８】
　もう１つの超音波を用いた治療方法は、（音響）キャビテーション作用による治療であ
る。キャビテーションは、元来は、超音波により気泡核が生成しその気泡が成長し圧縮破
壊するという現象である。キャビテーションが生じると、最後の気泡の圧縮破壊の段階に
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おいて数千度の高温と数百気圧の高圧が発生するため、これを利用して対象部位を治療す
ることができる。さらには、キャビテーションにより活性化される音響化学活性物質と呼
ばれる化学物質により、より効果的に対象部位を治療することができる（例えば、特許文
献１参照）。
【０００９】
　いずれの超音波を用いた治療方法においても、被検体の負担軽減のために超音波の照射
量を減らすことが好ましい。そこで、照射範囲を限局させるために、腫瘍部位を適切に識
別する方法が要求されている。
【００１０】
　一般的な化学・放射線治療の分野においては、抗体やリガンド等、生体構成分子に選択
的に結合する「分子プローブ」を利用して、腫瘍を検出し、治療のターゲットとする方法
が開示されている（例えば、非特許文献１参照）。これらの腫瘍識別方法は、超音波診断
治療に使用される超音波造影剤にも利用されている。
【００１１】
　また、超音波造影剤として使用されているマイクロバブルが存在すると、超音波を照射
した際の見かけの吸収係数が高くなることが公知である（例えば、非特許文献２参照）。
目的の部位のみにマイクロバブルを限局させることができれば、この現象を利用して、選
択的に加温できるため、加熱凝固治療において超音波の照射量を減らすことができる。
【００１２】
　また、超音波の照射部位にマイクロバブルが存在することは、キャビテーション過程の
途中における気泡が成長した段階に相当し、その状態で超音波を照射することでキャビテ
ーションの生成に必要な核生成という１つのステップを省略することができる。このため
、マイクロバブルの存在によって、キャビテーションの生成に必要な音響強度が低下する
ことが公知である（例えば、非特許文献３参照）。すなわち、目的の部位にマイクロバブ
ルを限局させることができれば、この現象を利用して、キャビテーション作用による治療
の際の超音波の照射量を減らすことができる。
【００１３】
　しかしながら、マイクロバブルはそのサイズによる制約により、血管中にしか存在でき
ず、組織中の特定の部位に限局させることは困難である。
【００１４】
　そこで、生体投与時はナノサイズの液滴であって、超音波照射によって相変化を生じて
マイクロバブルを生成する相変化型超音波造影剤が開示されている（例えば、非特許文献
４参照）。ナノサイズの液滴であれば、腫瘍等の組織中に移行させることが可能であり、
さらに、前記した分子プローブを付加することで、組織選択性を持たせることが可能であ
る。このような相変化型の造影剤を用いることにより、組織選択性の高い超音波造影が可
能になる。
【００１５】
　なお、このような相変化型超音波造影剤の相変化を安定して引き起こすには、通常の超
音波診断装置で用いることのできる上限の音響強度である０．７２Ｗ／ｃｍ2を上回る音
響強度が必要であることが開示されている（例えば、非特許文献４参照）。
【００１６】
　また、超音波を用いた新しい診断モダリティとして、放射圧イメージングが開示されて
いる（例えば、非特許文献５参照）。非特許文献５においては、従来の超音波診断装置で
制限される音響強度以上の超音波を用いて診断するための診断モダリティが提案されてい
る。
【００１７】
　前記した相変化型超音波造影剤と、超音波治療を組み合わせることによって、対象部位
にマイクロバブルを限局させ、超音波治療の際の超音波の照射量を減少させることができ
る。
【特許文献１】国際公開第９８／０１１３１号パンフレット
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【非特許文献１】Ａｌｌｅｎ（２００２）Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｖ．Ｃａｎｃｅｒ　２：７
５０－７６３
【非特許文献２】Ｈｏｌｔら（２００１）Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｍｅｄ．Ｂｉｏｌ．　
２７：１３９９－１４１２
【非特許文献３】Ｈｏｌｌａｎｄら（１９９０）Ｊ．Ａｃｏｕｓｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．　８
８：２０５９－２０６９
【非特許文献４】Ｋａｗａｂａｔａら（２００４）Ｐｒｏｃ．４ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎ．　
Ｓｙｍｐ．　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎd  Ｃｏｎｔｒａｓｔ　Ｉｍｇ．９２
【非特許文献５】Ａｌｉｚａｄら（２００４）ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｍｅｄｉｃａｌ　
Ｉｍａｇ．　２３：１０８７－１０９３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　前記したように、相変化型超音波造影剤を用いて造影を行う際にはマイクロバブルが生
成することから、診断のみならず治療への適用が可能である。
　しかしながら、従来の超音波治療装置では相変化型超音波造影剤からのマイクロバブル
生成に連動して治療を開始することができないため、必要十分な超音波照射を行うことが
困難であるという問題があった。
　また、前記したように相変化型超音波造影剤からマイクロバブルを生成すれば、キャビ
テーションに必要な超音波の照射量を減少させることができるが、相変化型超音波造影剤
からマイクロバブルの生成を行う際に、比較的高強度の超音波を照射しなければならない
という問題があった。
　そこで、本発明では、相変化型超音波造影剤による造影と連動して治療を行うことので
きる装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記課題を解決するために、本発明の装置は、前波および前記前波に連続する後波を含
んでなり、前記後波の音響強度が前記前波の音響強度より小さい相変化用の超音波を照射
する第１の超音波照射手段と、診断用の超音波を照射する第２の超音波照射手段と、治療
用の超音波を照射する第３の超音波照射手段と、超音波エコーを検出するエコー検出手段
と、前記第１の超音波照射手段を介して前記相変化用の超音波を照射することにより、超
音波造影剤に相変化を引き起こさせる相変化用制御手段と、前記第２の超音波照射手段に
よる診断用の超音波の照射に対応して前記エコー検出手段により検出された前記超音波エ
コーを用いて前記超音波造影剤の相変化を検出する診断用制御手段と、前記診断用制御手
段において検出された相変化の前後の差分を算出する差分算出手段と、前記差分が生じた
部位を決定する部位決定手段と、前記決定した部位に、前記第３の超音波照射手段を介し
て前記治療用の超音波を照射する治療用制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　このような構成にすることによって、相変化用の超音波パルスと治療用の超音波パルス
の照射を連動させることができ、超音波の照射量を減少させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、相変化型超音波造影剤による造影と連動して治療を行うことのできる
装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下「実施形態」という）について、適宜
図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２３】
　図１は、本実施形態の超音波診断治療装置の構成を示すブロック図である。図１に示す
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ように、超音波診断治療装置１は、診断用プローブ２と、相変化用プローブ３と、治療用
プローブ４と、装置本体５と、表示手段６とを含んで構成される。
【００２４】
　そして、対象部位８を含む被検体７には、所定の相変化型超音波造影剤（以下、「造影
剤」という）が投与されているものとする。この造影剤は、後記する相変化用の超音波パ
ルスの照射により、少なくともその一部において液体から気体への相変化が起こるもので
あれば、その組成を特に限定しない。
　なお、「被検体」とは、本実施形態の超音波診断治療装置に１よる診断治療対象を意味
するが、その内部で造影剤の相変化が起こりうる構成を有していれば、どのようなもので
あっても構わない。例えば、被検体７は、動植物（ヒトを含む）の生体組織や、容器内に
保持された溶液等である。
【００２５】
　＜診断用プローブ＞
　診断用プローブ２は、被検体７を診断するために、被検体７の対象部位８に対して診断
用の超音波パルスを照射し、この診断用の超音波パルスに対応する超音波エコーを受信す
るものである。
　診断用プローブ２は、電気信号を振動に変換し、また、振動を電気信号に変換する振動
子２ａを含んで構成される。この振動子２ａには、例えば、磁気ひずみ共振子や圧電共振
子等を利用することができる。また、被検体７における所定の範囲を診断するためには、
振動子２ａを複数配列させることによって、それぞれの振動子２ａに対応する複数の走査
線を表示手段６に表示できることが好ましい。なお、振動子２ａは、広範な範囲を診断す
るために、平面や凸面に配列していることが好ましい。
　そして、診断用プローブ２は、装置本体５に接続している。
【００２６】
　＜相変化用プローブ＞
　相変化用プローブ３は、被検体７に投与された造影剤に相変化を起こさせるために、被
検体７の対象部位８に対して相変化用の超音波パルスを照射するものである。
　相変化用プローブ３の構成は、前記した診断用プローブ２と同様の構成とすることがで
きる。なお、振動子３ａは、超音波を収束させるために、平面や凹面に配列（振動子が１
つの場合には平面や凹面に形成）していることが好ましい。
　そして、相変化用プローブ３は、装置本体５に接続している。
【００２７】
　＜治療用プローブ＞
　治療用プローブ４は、被検体７を治療するために、被検体７の対象部位８に対して治療
用の超音波パルスを照射するものである。
　治療用プローブ４の構成も、前記した診断用プローブ２と同様の構成とすることができ
る。なお、振動子４ａは、超音波を収束させるために、平面や凹面に配列（振動子が１つ
の場合には平面や凹面に形成）していることが好ましい。
　そして、治療用プローブ４は、装置本体５に接続している。
【００２８】
　また、前記した各プローブ２～４は、感度よく超音波パルスの送受信を行うために、通
常、音響カップリング材９を介して被検体７に設置される。
【００２９】
　＜装置本体＞
　装置本体５は、被検体７から収集した超音波エコーに対応する電気信号（以下「エコー
信号」という）に対する処理や、超音波送受信に関する制御、超音波画像表示等に関する
制御を行う。
　図１に示すように、装置本体５は、診断用制御部５２、相変化用制御部５３と、治療用
制御部５４と、データ処理部５５とを含んで構成される。
【００３０】
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　なお、装置本体５の各部５２～５５は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等からなるメモリと、ハードディスク等を含んで構成
される。前記した装置本体５内の各部５２～５５は、メモリまたはハードディスクに格納
されたプログラムまたはデータに相当する。そして、ＣＰＵがメモリにプログラムを読み
出して演算処理を実行することにより、各処理が実現されるものとする。
　また、各部５２～５４は、さらに、図示しない増幅回路やＡ／Ｄ変換回路等を備えて構
成される。
【００３１】
　診断用制御部５２は、診断用プローブ２と電気的に接続しており、診断用の超音波の送
受信に関する制御を行うものである。
　そして、診断用制御部５２は、通常の超音波診断装置で用いることのできる概ね２～１
０ＭＨｚ程度の周波数および０．７２Ｗ／ｃｍ2以下の音響強度の超音波を送受信できる
ように構成されている。
【００３２】
　ここで、診断用制御部５２が、診断用の超音波の送受信に関する制御を行う手順につい
て説明する。
　まず、診断用制御部５２は、診断用の超音波パルスに対応する電気信号（適宜「パルス
信号」という）を生成し、診断用プローブ２に送信する。
　特に、診断用制御部５２がパルスインバージョンモード（Ｐｕｌｓｅ　ｉｎｖｅｒｓｉ
ｏｎ　ｍｏｄｅ）の場合には、診断用制御部５２は、所定の基本波とともに逆位相の基本
波を一の走査線に対して照射するようにパルス信号を生成し、診断用プローブ２に送信す
る。
【００３３】
　そして、診断用制御部５２は、診断用プローブ２からエコー信号を受信する。
　特に、パルスインバージョンモードの場合には、超音波エコーに含まれる基本波と高調
波のうち、基本波が逆位相の基本波によって打ち消されることによって、主に高調波が診
断用プローブ２に受信されることとなる。この高調波は、被検体７に体積変化の大きい成
分が含まれていると発生しやすい。従って、パルスインバージョンモードは、一般に超音
波診断に使用されるＢモードに比べ、被検体７内部の気体を検出するのに好適である。な
お、本実施形態の診断用制御部５２は、相変化を検出できるものであれば、パルスインバ
ージョンモードに限定されない。
　また、本実施形態の診断用制御部５２は、診断用の超音波パルスに対応するエコー信号
だけでなく、相変化用や治療用の超音波パルスに対応するエコー信号を受信することによ
って診断画像の精度が低下するおそれがある。そこで、診断用制御部５２には、例えば、
所定帯域外の周波数や電圧を制限するフィルタを設ける構成としてもよい。
【００３４】
　そして、診断用制御部５２は、受信したエコー信号を図示しない増幅回路により増幅し
、Ａ／Ｄ変換回路により信号処理に適したサンプリング周波数でサンプリングして、デジ
タル信号に変換する。
　そして、このエコー信号に対応するデジタル信号は、データ処理部５５に出力される。
【００３５】
　相変化用制御部５３は、相変化用プローブ３と電気的に接続しており、相変化用の超音
波の送信に関する制御を行うものである。相変化用制御部５３は０．５～１０ＭＨｚの範
囲から選ばれた単一周波数、または、０．５～５ＭＨｚの範囲から選ばれた基本となる周
波数に該基本となる周波数の倍の周波数を重畳したものであって、音響強度が０．５～１
０Ｗ／ｃｍ2の範囲の超音波を照射できるように構成されている。
【００３６】
　相変化用制御部５３は、相変化用の超音波パルスに対応する電気信号を生成し、相変化
用プローブ３に送信する。
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　相変化用の超音波パルスが被検体７に投与された造影剤に照射されると、造影剤は液体
から気体へと相変化が起こる。このような造影剤の相変化は、前記した診断用制御部５２
がパルスインバージョンモードの場合に、より鮮明に検出することができる。
【００３７】
　なお、相変化用の超音波パルスは、被検体７への過剰な超音波照射を防ぐために、造影
剤に相変化を起こすことができる範囲において、できるだけ音響強度が弱いことが好まし
い。
　また、本発明者らにより、相変化により生じるキャビテーションを引き起こすには大き
なエネルギが必要であるが、一旦生じたキャビテーションを維持するには、引き起こすと
きのようなエネルギを必要としないことが明らかとなった。キャビテーション維持のため
にエネルギを小さくすることができれば、被検体７に対して超音波の照射量を減少させる
ことができ、被検体７の負担を軽減させることができる。
【００３８】
　図２は、本実施形態の相変化用の超音波パルスの波形を示す図であって、（ａ）は超音
波パルスの波形を説明するための図、（ｂ）は、連続する超音波パルスを説明するための
模式図である。図２（ａ）、（ｂ）において、横軸は時間、縦軸は超音波パルスの音響強
度を示す。図２（ａ）に示すように、相変化用の超音波パルスは前波および後波から構成
されている。前波は、造影剤の相変化を引き起こすためのものであって、後波は、引き起
こされた造影剤の相変化を維持するためのものである。また、図２（ｂ）に示すように、
より効果的に造影剤の相変化を引き起こすためには、１０ｍｓの超音波パルスに対して、
５０ｍｓのインターバルを設けることが好ましい。
【００３９】
　ここで、相変化を引き起こすために要求される前波の音響強度は、前記した非特許文献
４に示されるように、安定して引き起こすには０．７２Ｗ／ｃｍ2以上であることが好ま
しいが、少なくとも０．１Ｗ／ｃｍ2の音響強度であれば相変化は起こりうる。
　そして相変化を維持するために必要な後波の音響強度は、前波の１倍～１／４倍の範囲
の音響強度であることが好適である。この後波の音響強度は、後記する実施例１によって
、規定されたものである。
【００４０】
　また、図１に戻って、相変化用制御部５３は、相変化用の超音波パルス（特に、その焦
点）を走査する図示しない超音波パルス走査手段を含む。この超音波パルス走査手段は、
例えば、相変化用プローブ３を機械的に移動させる構成としてもよく、また、パルス信号
を制御することによって照射される超音波ビームの方向のみを制御する構成としてもよい
。
【００４１】
　治療用制御部５４は、治療用プローブ４と電気的に接続しており、治療用の超音波の送
信に関する制御を行うものである。
【００４２】
　治療用制御部５４は、治療用の超音波パルスに対応する電気信号を生成し、治療用プロ
ーブ４に送信する。治療用制御部５４は、０．５～１０ＭＨｚの範囲から選ばれた単一周
波数、または、０．５～５ＭＨｚの範囲から選ばれた基本となる周波数に該基本となる周
波数の倍の周波数を重畳した超音波を照射できるように構成されており、音響強度は１～
１０００Ｗ／ｃｍ2の範囲から選択された任意の値とすることができる。
【００４３】
　前記したように、超音波による治療方法は、加熱凝固治療とキャビテーション作用によ
る治療の２つに大別することができる。
　本実施形態の治療用制御部５４によれば、いずれの場合においても適切な音響強度の超
音波パルスを照射するための電気信号を供給することができる。
【００４４】
　一般に、加熱凝固治療の超音波は、強い音響強度であればあるほど効果的であるが、本
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実施形態ではマイクロバブルを利用するために、例えば、音響強度が１０００Ｗ／ｃｍ2

以下の超音波パルスであっても、充分な治療効果を奏する。
　また、キャビテーションの生成は、１つの周波数からなる超音波パルスでも充分に行う
ことができるが、国際公開第９４／０６３８０号パンフレットに示すように、２つの周波
数を重畳した超音波パルスのほうが、より効率的に生成できることが公知である。本実施
形態では２つの周波数を重畳した超音波パルスを照射できる構成であるために、より低い
音響強度の超音波パルスであっても充分な治療効果を奏する。
【００４５】
　また、治療用制御部５４は、治療用の超音波パルス（特に、その焦点）を移動する図示
しない超音波パルス移動手段を含む。この超音波パルス移動手段は、例えば、治療用プロ
ーブ４を機械的に移動させる構成としてもよく、また、パルス信号を制御することによっ
て照射される超音波ビームの方向のみを制御する構成としてもよい。
【００４６】
　データ処理部５５は、診断用制御部５２より取得されたエコー信号に基づくデジタルデ
ータを処理し、前記した相変化用制御部５３、治療用制御部５４に制御情報を供給するも
のである。
　データ処理部５５は、例えば、診断画像生成手段５５１と、差分算出手段５５２と、部
位決定手段５５３とを含んで構成される。
【００４７】
　診断画像生成手段５５１は、超音波エコーに基づくデジタル信号から、パルスインバー
ジョンモード断層画像等の診断画像を生成するための処理を行う。診断画像生成手段５５
１による診断画像の生成処理は、超音波画像診断の分野において従来公知の方法によって
行うことができる。
　そして、診断画像生成手段５５１により生成された診断画像は、差分算出手段５５２に
出力される。
【００４８】
　差分算出手段５５２は、相変化用の超音波パルスの照射前と、照射後の診断画像におけ
る輝度をそれぞれ数値化し、その差分を算出するものである。
　そして、差分算出手段５５２により算出された差分は、部位決定手段５５３に出力され
る。
【００４９】
　部位決定手段５５３は、差分算出手段５５２により算出された差分を、あらかじめ設定
された閾値と比較することによって、相変化が起こった部位を決定するものである。
　具体的には、差分が所定の閾値を超えた場合には、相変化が起こったとみなし、その部
位を決定する。また、閾値を超えない場合には、相変化が起こらなかったとみなす。
　そして、部位決定手段５５３により決定された部位の情報は、表示手段６に出力される
とともに、前記した相変化用制御部５３および治療用制御部５４へ出力される。
【００５０】
　＜超音波診断治療方法＞
　次に、図３を参照して、本実施形態の超音波診断治療装置１を用いて、被検体７を診断
治療する方法の一例を説明する。
【００５１】
　まず、超音波診断治療装置１の診断用制御部５２は、被検体７の対象部位（診断領域）
８への診断用の超音波パルスに対応する超音波エコーの電気信号を取得して、デジタル信
号に変換する（ステップＳ０１）。
【００５２】
　次に、超音波診断治療装置１のデータ処理部５５は、診断画像生成手段５５１によって
、このデジタル信号に基づいて対象部位８の診断画像（相変化前）を作成し、相変化用制
御部５３に診断画像（相変化前）作成の旨を通知する（ステップＳ０２）。
【００５３】
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　そして、超音波診断治療装置１の相変化用制御部５３は、診断画像（相変化前）作成の
通知を受けると、対象部位８において、相変化用の超音波パルスの走査を開始する（ステ
ップＳ０３）。
　なお、相変化用の超音波パルスの走査は、診断画像が生成される領域を含んで行われる
。
【００５４】
　そして、超音波診断治療装置１のデータ処理部５５は、診断画像生成手段５５１によっ
て、相変化用の超音波パルスの走査毎（焦点の移動毎）に診断画像（相変化後）を作成す
る（ステップＳ０４）。
【００５５】
　そして、超音波診断治療装置１のデータ処理部５５は、差分算出手段５５２によって、
走査毎の診断画像を相変化前と相変化後とで比較して、輝度の差分を算出する（ステップ
Ｓ０５）。
【００５６】
　そして、超音波診断治療装置１のデータ処理部５５は、部位決定手段５５３によって、
輝度の差分と閾値とを比較する（ステップＳ０６）。
【００５７】
　輝度の差分が、閾値を超えない場合には（ステップＳ０６でＮｏ）、超音波診断治療装
置１の相変化用制御部５３は、相変化用の超音波パルスの焦点を、まだ照射していない部
位へ移動する（ステップＳ１０）。
【００５８】
　輝度の差分が、閾値を超えた場合には（ステップＳ０６でＹｅｓ）、超音波診断治療装
置１の相変化用制御部５３は、相変化用の超音波パルスの音響強度を、１倍～１／４倍に
低下させる（ステップＳ０７）。
【００５９】
　そして、超音波診断治療装置１のデータ処理部５５は、部位決定手段５５３によって、
輝度の差分が閾値を超えた部位（照射中の相変化用の超音波パルスの焦点に一致すること
が多い）を決定する（ステップＳ０８）。
【００６０】
　そして、超音波診断治療装置１の治療用制御部５４は、この決定された部位に治療用の
超音波パルスを照射する（ステップＳ０９）。
【００６１】
　そして、超音波診断治療装置１の相変化用制御部５３は、相変化用の超音波パルスの焦
点を、まだ照射していない部位へ移動する（ステップＳ１０）。
【００６２】
　以上によれば、本実施形態において、次のような効果を得ることができる。
　相変化用の超音波パルスと治療用の超音波パルスとの照射を連動させる構成としたため
に、超音波の照射量を減少させることができる。
　また、相変化用の超音波パルスを、前波と、この前波より低い音響強度の後波とで構成
することにより、被検体７への過剰な超音波の照射を抑えつつ対象部位８の確認を行い、
治療を行うことができる。
【００６３】
　なお、本発明は前記した実施形態に限定されるものではなく、その技術思想のおよぶ範
　囲で種々の変更を行うことができる。
　例えば、前記した実施形態においては、相変化用の超音波パルスの照射前後における診
断画像の輝度の差分を算出して治療用の超音波パルスの照射部位を決定したが、治療用の
超音波パルスの照射部位を決定する方法は前記したものに限定されない。例えば、エコー
信号のレベルで差分を算出して、照射部位を決定することとしてもよい。あるいは、この
エコー信号に対応するデジタル信号の差分を算出して、照射部位を決定してもよい。また
、相変化用の超音波パルスの照射前後において、診断用の超音波パルスの中心周波数の偶
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数高調波成分同士を比較することが望ましい。
　なお、いずれの場合においても、信号の差分の生じた部位を画像化し、表示手段６に表
示することができる。
【００６４】
　また、診断用プローブ２、相変化用プローブ３、治療用プローブ４をそれぞれ独立した
構成とせず、兼用することもできる。その場合には、それぞれに対応する制御部５２～５
４から送信されるパルス信号の送信タイミングを制御することにより達成できる。
【実施例】
【００６５】
　＜実施例１＞
　実施例１では、相変化用の超音波パルスの波形を変化させた場合における、造影剤の相
変化を検証している。
　本実施例において、造影剤は、前記した非特許文献４に開示されているエマルションタ
イプのものを用いた。
【００６６】
　図４は、相変化用の超音波パルスの波形を変化させた場合の造影剤の相変化を検証した
図である。（ａ）～（ｄ）は、相変化用の超音波パルスにおいて前波の音響強度は４Ｗ／
ｃｍ2で共通であるが、後波を所定の音響強度に変化させている。なお、超音波周波数は
、前波と後波ともに３．４ＭＨｚである。
　図４（ａ）～（ｃ）に示すように、前波の４Ｗ／ｃｍ2に対して後波が１Ｗ／ｃｍ2以上
であれば、後波の超音波強度を前波よりも低下させても相変化を検出することができた。
その一方で、図４（ｄ）に示すように、前波の４Ｗ／ｃｍ2に対して後波が０．５Ｗ／ｃ
ｍ2の場合には、相変化を検出することができなかった。
　すなわち、本実施例によれば、後波の音響強度が、前波の音響強度の１倍～１／４倍の
範囲で、造影剤の相変化状態が維持されることが示された。
【００６７】
　＜実施例２＞
　実施例２では、本実施形態の超音波診断治療装置を用いて実際に診断治療を行った。
　診断治療対象は、マウス皮下移植Ｃｏｌｏｎ２６腫瘍である。
　造影剤は、前記した非特許文献４に開示されているエマルションタイプのものを用いた
。
　また、診断用の超音波パルスには７．５ＭＨｚ、相変化用の超音波パルスには３．４Ｍ
Ｈｚ，４Ｗ／ｃｍ2（１０ｍｓ　ＯＮ，　５０ｍｓ　ＯＦＦ）、治療用の超音波パルスに
は３．４ＭＨｚ，５０Ｗ／ｃｍ2（１０ｍｓ　ＯＮ，５０ｍｓ　ＯＦＦ）を、それぞれ用
いた。なお、本実施例においては、相変化用超音波の走査は行っていない。
【００６８】
　図５は、本実施例において、表示手段６に表示される診断画像の一例を示す図であって
、（Ｂ１）と（Ｂ４）は一般の超音波診断に使用されるＢモードの診断画像、（Ｐ１）、
（Ｐ２）、（Ｐ３）、（Ｐ４）は、本実施形態のパルスインバージョンモードの診断画像
である。
　また、図５において、白抜きの四角で示した領域は、相変化用の超音波パルスの照射に
より、造影剤の相変化が観察された部位である。
【００６９】
　１段目の（Ｂ１）と（Ｐ１）はともに、造影剤投与１５分後であって、相変化用の超音
波パルスの照射前の診断画像である。
【００７０】
　２段目の（Ｐ２）は相変化用の超音波パルスを照射中の診断画像である。（Ｐ２）の白
抜きの四角で囲まれた照射部位の輝度が、（Ｐ１）と比べて高くなっている。
【００７１】
　３段目の（Ｐ３）は、治療用の超音波パルスを照射中の診断画像である。なお、この治
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療用の超音波パルスは、相変化用の超音波の照射が開始から３秒後に停止すると同時に、
同一の部位に対して照射を開始している。
　（Ｐ３）の照射部位の輝度が、（Ｐ２）に比べ輝度変化がより顕著になっている。これ
は、治療用の超音波パルスによって、マイクロバブルが崩壊しても、その崩壊の際のシグ
ナルが診断画像に検出されるためである。
【００７２】
　４段目の（Ｂ４）と（Ｐ４）はともに、治療用の超音波パルスを６０秒照射した後に停
止させたときの診断画像である。
　（Ｂ４）を前記した（Ｂ１）と比較すると、治療用超音波の照射によって、診断画像上
で明らかな組織変化を観察することができる。
【００７３】
　図６は、治療用の超音波パルスを照射後の腫瘍切片を示す図である。図５の（Ｐ４）に
示される輝度変化部位において、腫瘍の壊死が観察された。
【００７４】
　なお、図示しないが、治療用の超音波パルスとして、０．５および１．０ＭＨｚの周波
数（それぞれ、音響強度は１０Ｗ／ｃｍ2）で、実施例２と同様の検討を行った結果、実
施例２と同等の腫瘍壊死効果を得た。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本実施形態の超音波診断治療装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の相変化用の超音波パルスの波形を示す図である。
【図３】本実施形態の超音波診断治療装置を用いて、被検体を診断治療する方法の一例を
説明するためのフローチャートである。
【図４】相変化用の超音波パルスの波形を変化させた場合の造影剤の相変化の違いを検証
した図である。
【図５】実施例２において、表示手段に表示される診断画像の一例を示す図である。
【図６】治療用の超音波パルスを照射後の腫瘍切片を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　　超音波診断治療装置
　２　　　診断用プローブ（第２の超音波照射手段、エコー検出手段）
　３　　　相変化用プローブ（第１の超音波照射手段）
　４　　　治療用プローブ（第３の超音波照射手段）
　５　　　装置本体
　６　　　表示手段
　７　　　被検体
　８　　　対象部位
　５２　　診断用制御部
　５３　　相変化用制御部
　５４　　治療用制御部
　５５　　データ処理部
　５５１　診断画像生成手段
　５５２　差分算出手段
　５５３　部位決定手段
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